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令和８年第１回下仁田町議会定例会会議録第２号（９日） 
招集年月日 令和８年３月５日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 令和８年 ３月 ５日午前10時00分 副議長 堀 口 博 志 

及 び 宣 言 閉 会 令和８年 ３月１８日午前10時26分 議 長 岡 田 邦 敏 

議 員 出 席 状 況 議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

応 招 １０名 １ 堀 越 健 介 ○ ○ ６ 岡 田 邦 敏 ○ ○ 

不応招  ０名 ２ 並 木 一 夫 ○ ○ ７ 木 暮 弘 元 ○ ○ 

出 席 １０名 ３ 小井土 光 弘 ○ ○ ８ 佐 藤  博 ○ ○ 

欠 席  ０名 ４ 大 手 博 幸 ○ ○ ９ 千 野 榮 治 ○ ○ 

欠 員  ０名 ５ 佐々木 信 也 ○ ○ １０ 堀 口 博 志 ○ ○ 

【 凡  例 】 

○応招・出席を 

 示す 

×欠席・不応招 

 を示す 

        

        

        

会 議 録 署 名 議 員 ７番 木 暮 弘 元 ８番 佐 藤  博  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 佐 藤 正 明 書 記 石 井 史 子 

 町 長 岩 崎 正 春 福 祉 課 長 市 川 博 生 

地方自治法 教 育 長 里 見 立 夫 保 健 課 長 今 井 美 和 

第１２１条に 総 務 課 長 下 山 光 一 農 林 課 長 佐 藤 圭 司 

より説明のた 企 画 課 長 神 戸 領 栄 商 工 観 光 課 長 竹 内  誠 

め出席した者 住 民 税 務 課 長 小金澤 康 夫 建 設 水 道 課 長 鈴 木 昌 吾 

の氏名 会 計 課 長 東 間 克 敏 教 育 課 長 荻 野 文 昭 
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 報告第１号 議員派遣の件 

２ 第３号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

３ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

４ 第４号議案 下仁田町災害弔慰金の支給等に関する条例の制定について 

５ 第５号議案 下仁田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める 

        条例の制定について 

６ 第６号議案 下仁田町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 第７号議案 下仁田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定について 

８ 第８号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

        いて 

９ 第９号議案 下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の 

        一部を改正する条例の制定について 

10 第10号議案 下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部 

        を改正する条例の制定について 

11 第11号議案 下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

12 第12号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

13 第13号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

14 第14号議案 甘楽富岡地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定 

        の締結について 

15 第15号議案 令和７年度下仁田町一般会計補正予算（第６号） 

  第16号議案 令和７年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  第17号議案 令和７年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  第18号議案 令和７年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  第19号議案 令和７年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号） 

  第20号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算（第２号） 

16 第21号議案 令和８年度下仁田町一般会計予算 

  第22号議案 令和８年度下仁田町国民健康保険特別会計予算 

  第23号議案 令和８年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算 
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  第24号議案 令和８年度下仁田町介護保険特別会計予算 

  第25号議案 令和８年度下仁田町水道事業会計予算 

  第26号議案 令和８年度下仁田町浄化槽事業会計予算 

17 陳情第１号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチンを含む）接種事業の中止を 

        求める意見書提出を求める陳情書 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和８年３月９日  午前 ９時５９分 

────────────────── 

○議長 岡田邦敏  皆さん、おはようございます。 

     これから本日の会議を開きます。 

     ここで暫時休憩いたします。 

休  憩  午前１０時００分 

再  開  午前１０時１８分 

○議長 岡田邦敏  それでは、休憩を解いて再開したいと思います。よろしくお願

いします。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  日程第１、報告第１号 議員派遣の件。 

     会議規則第１２９条第１項の規定により、お手元に配付いたしましたとお

り、閉会中に議員派遣がありましたので報告いたします。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第２、第３号議案 下仁田町固定資産評価審査委員

会委員の選任についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。

総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第３号議案につきましてご説明いたしま

す。 

     第３号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

     下記の者を下仁田町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方

税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

     記、氏名、佐藤亘。住所、生年月日は記載のとおりです。任期、令和８年

３月２３日から令和１１年３月２２日まで。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 
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     提案理由でございますが、神戸俊氏が令和８年３月２２日をもって任期満

了となるためでございます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。第３号

議案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  ご異議ないものと認めます。よって、第３号議案は、原案のと

おり同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第３、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いてを議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（小金澤康夫住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 小金澤康夫  命によりまして、諮問第１号につきましてご説明い

たします。 

     諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

     下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

     記、氏名、並木文子。住所、生年月日は記載のとおりでございます。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、小井圡健一氏が令和８年６月３０日任期満了と

なるためでございます。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、これより諮問に対する意

見を求めます。意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  なければ適任ということでご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  異議なしと認めます。よって、諮問第１号につきましては、適

任という意見を付することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第４、第４号議案 下仁田町災害弔慰金の支給等に

関する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を福祉課長に求めま

す。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 
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○福祉課長 市川博生  命によりまして、第４号議案についてご説明申し上げます。 

     第４号議案 下仁田町災害弔慰金の支給等に関する条例の制定について。 

     下仁田町災害弔慰金の支給等に関する条例を別紙のとおり制定したいので、

議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由、群馬県市町村総合事務組合が行っている災害弔慰金の支給等に

関する事務の共同処理が、令和８年３月３１日をもって取りやめになること

から、今後は各市町村で条例を制定し、制度を運用していくことになるため

でございます。 

     なお、別紙の制定内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたし

ましたので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第４号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第５、第５号議案 下仁田町乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とし、提案理

由の説明を福祉課長に求めます。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 

○福祉課長 市川博生  命によりまして、第５号議案につきましてご説明申し上げ

ます。 

     第５号議案 下仁田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について。 

     下仁田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を

別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 
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     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により改正され

た児童福祉法第３４条の１６の規定により、乳児等通園支援事業の設備及び

運営に係る基準は条例で定める事項とされ、令和７年４月１日から施行され

たことに伴い、所要の条例制定を行うためでございます。 

     なお、別紙の制定内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたし

ましたので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第５号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第５号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第６、第６号議案 下仁田町役場課設置条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求

めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第６号議案につきましてご説明申し上げ

ます。 

     第６号議案 下仁田町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

     下仁田町役場課設置条例の一部を改正する条例を別紙のように制定したい

ので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、条例で規定する分掌事務の一部を改正し、事務

の効率化を図るためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました



- 19 - 

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第６号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第７、第７号議案 下仁田町個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第７号議案につきましてご説明申し上げ

ます。 

     第７号議案 下仁田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。 

     下仁田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のように制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、福祉医療費支給事務において、利用可能とする

特定個人情報の範囲を見直した結果、特定個人情報を追加する必要が判明し

たためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしまし

たので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第７号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第８、第８号議案 下仁田町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を総務

課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第８号議案につきましてご説明申し上げ

ます。 

     第８号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について。 

     下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定したいので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、令和７年人事院勧告に基づく所定の給与関係条

例の改正の必要が生じたためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしまし

たので、省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第８号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第９、第９号議案 下仁田町職員の定年等に関する

条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第９号議案につきましてご説明申し上げ

ます。 

     第９号議案 下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

条例の一部を改正する条例の制定について。 

     下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、令和７年人事院勧告に伴う給与条例の改正に伴

い、本条例の字句及び条ずれの改正の必要が生じたためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしまし

たので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第９号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第９号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１０、第１０号議案 下仁田町会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 
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（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第１０号議案につきましてご説明申し上

げます。 

     第１０号議案 下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。 

     下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、人事院規則の改正に伴い、本条例に一部改正の

必要が生じたためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしまし

たので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１０号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第１０号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１１、第１１号議案 下仁田町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を住民

税務課長に求めます。住民税務課長 

（小金澤康夫住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 小金澤康夫  命によりまして、第１１号議案につきましてご説明

申し上げます。 

     第１１号議案 下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について。 

     下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように制定し
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たいので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫

負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令が、令和８年１月１５日

に公布されたことに伴い、所要の改正を行うためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１１号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第１１号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１２、第１２号議案 下仁田町小口資金融資促進

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を商

工観光課長に求めます。商工観光課長 

（竹内誠商工観光課長 登壇） 

○商工観光課長 竹内誠  命によりまして、第１２号議案につきましてご説明申し

上げます。 

     第１２号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例の制

定について。 

     下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

したいので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、群馬県では、小口資金融資の返済負担軽減策と

して実施している借換制度について、各自治体に同様の措置を講じるよう協

力を求めていることから、群馬県小口資金融資促進制度要綱で定める対象期
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間とするためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１２号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第１２号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１３、第１３号議案 下仁田町町営住宅管理条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を建設水

道課長に求めます。建設水道課長 

（鈴木昌吾建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 鈴木昌吾  命によりまして、第１３号議案につきましてご説明申

し上げます。 

     第１３号議案 下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

     下仁田町町営住宅管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定した

いので、議会の議決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、地方自治法の規定により、基準等について明記

する必要があったためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明させていただ

きましたので、省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１３号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第１３号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１４、第１４号議案 甘楽富岡地域定住自立圏の

形成に関する協定の一部を変更する協定の締結についてを議題とし、提案理

由の説明を企画課長に求めます。企画課長 

（神戸領栄企画課長 登壇） 

○企画課長 神戸領栄  命によりまして、第１４号議案につきましてご説明申し上

げます。 

     第１４号議案 甘楽富岡地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更

する協定の締結について。 

     富岡市と令和３年６月２８日に締結した「甘楽富岡地域定住自立圏の形成

に関する協定」の一部を変更する協定を締結することについて、下仁田町議

会の議決に付すべき事件に関する条例第２条第２号の規定により、議会の議

決を求める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、甘楽富岡地域定住自立圏の形成に関する協定に

ついて、圏域内における新規施策の推進に当たり、連携施策の一層の充実及

び強化を図ることを目的に同協定の一部を変更する必要が生じたためでござ

います。 

     別紙の協定の一部変更内容につきましては、さきの全員協議会でご説明い

たしましたので、省略させていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討
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論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１４号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。よって、第１４号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１５、第１５号議案から第２０号議案までを一括

議題とし、第１５号議案 令和７年度下仁田町一般会計補正予算（第６号）

から、順次説明をお願いします。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第１５号議案をご説明申し上げます。 

     第１５号議案 令和７年度下仁田町一般会計補正予算（第６号）。 

     令和７年度下仁田町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５万１，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４億３６０万１，０００円と

する。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     繰越明許費の補正。 

     第２条、繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」によ

る。 

     地方債の補正。 

     第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正ですが、款の区分と補正予算額を申し上げます。 

     初めに、歳入です。 

     １款町税２３万２，０００円。 

     １３款分担金及び負担金１１万９，０００円の減。 

     １５款国庫支出金１３８万６，０００円。 
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     １６款県支出金８４０万９，０００円の減。 

     １８款寄附金４００万円。 

     １９款繰入金４，０１６万３，０００円の減。 

     ２１款諸収入４２万４，０００円。 

     ２２款町債４，２７０万円。 

     歳入合計６４億３５５万円に５万１，０００円を追加し、６４億３６０万

１，０００円としたいとするものです。 

     続いて、歳出です。 

     １款議会費５００万円の減。 

     ２款総務費６，５８５万４，０００円。 

     ３款民生費４７３万３，０００円の減。 

     ４款衛生費５１８万３，０００円の減。 

     ６款農林水産業費１，６９８万６，０００円の減。 

     ７款商工費２，０７９万９，０００円の減。 

     ８款土木費４９５万円。 

     ９款消防費３，４５０万円。 

     １０款教育費５，２５５万２，０００円の減。 

     ４ページをお願いいたします。 

     歳出合計６４億３５５万円に５万１，０００円を追加し、６４億３６０万

１，０００円としたいとするものです。 

     ５ページをお願いいたします。 

     第２表、繰越明許費補正（追加）です。 

     ８款土木費、２項道路橋梁費、過疎道路（基幹）整備４，３５８万５，０００

円、橋梁維持管理事業３，９９７万６，０００円、３項河川費、河川改良費

２，０９０万円。 

     ９款消防費、１項消防費、消防施設設備３，４５０万円。 

     １０款教育費、２項小学校費、学校管理費３，５２４万４，０００円、３

項中学校費、学校管理費６，１６９万４，０００円を繰越ししたいとするも

のです。 

     変更でございますが、２款総務費、１項総務管理費で企画調整費を補正前

１億８，７１０万円から、補正後２億２６０万２，０００円に変更しており

ます。 

     ６ページをお願いいたします。 

     第３表、地方債補正（変更）です。 
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     起債の目的は、過疎対策事業で、限度額２億２，９００万円に９，５３０

万円を追加し、限度額を３億２，４３０万円に。 

     公営住宅建設事業債は、６９０万円を全額減額し、ゼロ円に。 

     緊急防災・減災事業債は、４億１，６３０万円から４，５９０万円を減額

し、３億７，０４０万円に。 

     緊急自然災害防止対策事業債は、６，２３０万円から１４０万円を減額し、

６，０９０万円に。 

     デジタル活用推進事業債は、７０万円に１６０万円を追加し、２３０万円

にしたいとするものです。 

     なお、起債の方法、償還の方法については、補正前と同じですが、利率に

つきましては、年３．０％以内から年５．０％以内に変更をしております。 

     ７ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略をさせて

いただきます。また、９ページからの２、歳入、１３ページからの３、歳出

につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたので、省略をさ

せていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  以上で一般会計分の説明が終了しました。 

     ここで暫時休憩します。 

     再開を１１時１０分を予定しています。よろしくお願いします。 

休  憩  午前１０時５８分 

再  開  午前１１時０９分 

○議長 岡田邦敏  それでは、休憩を解いて再開いたします。 

     続いて、第１６号議案 令和７年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）、第１７号議案 令和７年度下仁田町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）及び第１８号議案 令和７年度下仁田町介護保険特別会

計補正予算（第３号）についてを福祉課長に説明を求めます。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 

○福祉課長 市川博生  命によりまして、第１６号議案から第１８号議案までにつ

きましてご説明申し上げます。 

     第１６号議案 令和７年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）。 

     令和７年度下仁田町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 
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     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，７１１万２，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億１，２０６万

７，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いします。 

     第１表、歳入歳出予算の補正でございますが、款の区分と補正予算額を申

し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款国民健康保険税７０４万円。 

     ３款国庫支出金８９万４，０００円。 

     ４款県支出金７，２１６万９，０００円の減。 

     ５款財産収入４万８，０００円。 

     ６款繰入金１，２０１万２，０００円の減。 

     ８款諸収入９０８万７，０００円。 

     歳入合計９億７，９１７万９，０００円から６，７１１万２，０００円を

減額し、９億１，２０６万７，０００円としたいとするものです。 

     次に、３ページ、歳出でございます。 

     １款総務費８８万円。 

     ２款保険給付費７，１５１万２，０００円の減。 

     ５款保健事業費１６万円の減。 

     ６款基金積立金４万８，０００円。 

     ８款諸支出金８０４万３，０００円。 

     ９款予備費４４１万１，０００円の減。 

     歳出合計９億７，９１７万９，０００円から６，７１１万２，０００円を

減額し、９億１，２０６万７，０００円としたいとするものです。 

     ４ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては省略させていただき

ます。 

     ６ページからの２、歳入、９ページからの３、歳出につきましては、さき

の全員協議会でご説明さしあげておりますので、省略させていただきます。 

     次に、第１７号議案をお願いいたします。 
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     第１７号議案 令和７年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）。 

     令和７年度下仁田町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３８万７，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，０６９万２，０００

円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款後期高齢者医療保険料９９６万６，０００円。 

     ３款繰入金６２９万円の減。 

     ５款諸収入１７１万１，０００円。 

     歳入合計１億８，５３０万５，０００円に５３８万７，０００円を追加し、

１億９，０６９万２，０００円としたいとするものです。 

     次に、歳出でございます。 

     ３款後期高齢者医療広域連合納付金３６７万２，０００円。 

     ６款予備費１７１万５，０００円。 

     歳出合計１億８，５３０万５，０００円に５３８万７，０００円を追加し、

１億９，０６９万２，０００円としたいとするものです。 

     ３ページをお願いします。 

     歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１、総括につきましては省略

させていただきます。４ページ、２、歳入、５ページ、３、歳出につきまし

ては、さきの全員協議会でご説明さしあげておりますので、省略させていた

だきます。 

     次に、第１８号議案をお願いいたします。 

     第１８号議案 令和７年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

     令和７年度下仁田町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 
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     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億５，６４４万２，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     ７款繰入金７７万円。 

     歳入合計１４億５，５６７万２，０００円に７７万円を追加し、１４億

５，６４４万２，０００円としたいとするものです。 

     次に、歳出でございます。 

     １款総務費７７万円。 

     歳出合計１４億５，５６７万２，０００円に７７万円を追加し、１４億

５，６４４万２，０００円としたいとするものです。 

     ３ページをお願いします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、総括につきましては省略させていただ

きます。５ページ、２、歳入、歳出につきましては、さきの全員協議会にお

いてご説明申し上げておりますので、省略させていただきます。 

     以上となりますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  次に、第１９号議案 令和７年度下仁田町水道事業会計補正予

算（第２号）、第２０号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算

（第２号）について建設水道課長に説明を求めます。建設水道課長 

（鈴木昌吾建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 鈴木昌吾  命によりまして、第１９号議案、第２０号議案をご説

明申し上げます。 

     第１９号議案 令和７年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号）。 

     総則。 

     第１条、令和７年度下仁田町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

     資本的収入及び支出。 

     第２条、令和７年度水道事業会計予算第４条本文括弧書き中、「資本的収
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入額が資本的支出額に対し不足する額６，７７４万３，０００円」を「資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額６，９７４万３，０００円」に、

「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５９２万５，０００円」

を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５９９万円」に、「当

年度分損益勘定留保資金４，８３４万６，０００円」を「当年度分損益勘定

留保資金４，３１３万５，０００円」に、「減債積立金１，３４７万２，０００

円」を「減債積立金に対し不足する額１，８６１万８，０００円、建設改良

積立金２００万円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。 

     なお、款の区分のみ申し上げます。 

     収入。 

     第１款資本的収入１億２，９１５万円。２００万円の減。１億２，７１５

万円。 

     企業債。 

     第３条、予算第５条（企業債）表中、「限度額５，７５０万円」を「限度

額５，５５０万円」に、「利率年３．０％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直し

を行った後においては、当該見直し後の利率）」を「利率年５．０％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）」

に改める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、次ページの実施計画書以降につきましては、さきの全員協議会で説

明いたしましたので、省略させていただきます。 

     続きまして、第２０号議案をご説明申し上げます。 

     第２０号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算（第２号）。 

     総則。 

     第１条、令和７年度下仁田町浄化槽事業会計の補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

     収益的収入及び支出。 

     第２条、令和７年度下仁田町浄化槽事業会計予算第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。 

     なお、款の区分のみ申し上げます。 



- 33 - 

     収入。 

     第１款浄化槽事業収益５，７３１万円。１１万６，０００円の減。５，７１９

万４，０００円。 

     支出。 

     第１款浄化槽事業費用５，７３１万円。１８９万３，０００円の減。

５，５４１万７，０００円。 

     資本的収入及び支出。 

     第３条、予算第４条本文を「資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり

と定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２８７万９，０００

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８７万９，０００

円で補てんするものとする。）。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。 

     ２ページをお願いいたします。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。 

     なお、款の区分のみ申し上げます。 

     収入。 

     第１款資本的収入６，６０８万７，０００円。４９４万８，０００円の減。

６，１１３万９，０００円。 

     支出。 

     第１款資本的支出６，２３１万６，０００円。１７０万２，０００円の増。

６，４０１万８，０００円。 

     企業債。 

     第４条、予算第５条（企業債）表中、「限度額２，８８０万円」を「限度

額２，８５０万円」に、「利率年３．０％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直し

を行った後においては、当該見直し後の利率）」を「利率年５．０％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）」

に改める。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、次ページの実施計画書以降につきましては、さきの全員協議会で説

明いたしましたので、省略させていただきます。 

     以上でございます。 

○議長 岡田邦敏  提案説明が終わりましたので、第１５号議案から第２０号議案
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までに対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べてください。あらかじ

めお願いをしておきたいと思います。 

     それでは、質疑をお願いします。 

     質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結し、第１５号議案から第

２０号議案の６議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１６、第２１号議案から第２６号議案までを一括

議題といたしまして、まず、第２１号議案 令和８年度下仁田町一般会計予

算から順次説明をお願いしたいと思います。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第２１号議案をご説明申し上げます。 

     予算書の１ページをお願いいたします。 

     第２１号議案 令和８年度下仁田町一般会計予算。 

     令和８年度下仁田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５億４，６００万円

と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     債務負担行為。 

     第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

     地方債。 

     第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表 地方債」による。 

     一時借入金。 
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     第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は５億円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第２号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算ですが、款の区分と予算額を申し上げます。 

     初めに、歳入です。 

     １款町税７億５，７１３万９，０００円。 

     ２款地方譲与税９，６８５万３，０００円。 

     ３款利子割交付金６０万円。 

     ４款配当割交付金３３４万円。 

     ５款株式等譲渡所得割交付金２４５万円。 

     ６款法人事業税交付金１，５００万円。 

     ７款地方消費税交付金１億６，４００万円。 

     ８款ゴルフ場利用税交付金１，２００万円。 

     ９款環境性能割交付金７００万円。 

     １０款地方特例交付金１００万２，０００円。 

     １１款地方交付税２６億５，０００万円。 

     １２款交通安全対策特別交付金９５万円。 

     １３款分担金及び負担金１，８００万９，０００円。 

     １４款使用料及び手数料３，９９０万８，０００円。 

     １５款国庫支出金３億４，２２０万５，０００円。 

     １６款県支出金３億５，６１３万８，０００円。 

     １７款財産収入１，７０１万９，０００円。 

     １８款寄附金９，７３３万２，０００円。 

     ４ページをお願いいたします。 

     １９款繰入金５億６，０６８万２，０００円。 

     ２０款繰越金１，０００万円。 
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     ２１款諸収入８，７６７万３，０００円。 

     ２２款町債３億６７０万円。 

     歳入合計５５億４，６００万円にしたいとするものです。 

     ５ページをお願いいたします。 

     歳出です。 

     １款議会費７，３５６万９，０００円。 

     ２款総務費１１億７３万４，０００円。 

     ３款民生費１１億３，９１４万１，０００円。 

     ４款衛生費８億４，８７４万６，０００円。 

     ５款労働費７３万５，０００円。 

     ６款農林水産業費３億５，５３６万２，０００円。 

     ７款商工費１億４，６８８万４，０００円。 

     ８款土木費３億５，６０４万７，０００円。 

     ６ページをお願いいたします。 

     ９款消防費３億１，０２１万３，０００円。 

     １０款教育費５億４，２８５万９，０００円。 

     １１款災害復旧費１万１，０００円。 

     １２款公債費６億５，９６４万６，０００円。 

     １３款諸支出金２０５万３，０００円。 

     １４款予備費１，０００万円。 

     歳出合計５５億４，６００万円にしたいとするものです。 

     ７ページをお願いいたします。 

     第２表、債務負担行為です。 

     事項につきましては、下仁田町テレワークオフィス管理業務に関する協定

書で、期間を令和９年度から令和１１年度までとし、限度額を３００万円と

したいとするものでございます。 

     第３表、地方債です。 

     起債の目的と限度額は、過疎対策事業債１億５，７１０万円、過疎対策事

業債ソフト事業分５，３９０万円、公営住宅建設事業債７３０万円、脱炭素

化推進事業債１，２００万円、緊急防災・減災事業債６，５８０万円、緊急

自然災害防止対策事業債１，０６０万円、限度額計は３億６７０万円で、起

債の方法は証書借入れ、または証券発行、利率は年５．０％以内とし、償還

の方法は借入れ先の融資条件による。ただし、町財政の都合により、据置期

間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利債に借換えすること
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ができるとしたいとするものでございます。 

     ８ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略をさせて

いただきます。また、１０ページからの２、歳入、２７ページからの３、歳

出につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたので、省略を

させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  以上で一般会計予算の説明が終わりました。 

     続きまして、第２２号議案 令和８年度下仁田町国民健康保険特別会計予

算、第２３号議案 令和８年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算及び第

２４号議案 令和８年度下仁田町介護保険特別会計予算について、福祉課長

に説明を求めます。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 

○福祉課長 市川博生  命によりまして、第２２号議案から第２４号議案につきま

してご説明申し上げます。 

     １６５ページをお願いいたします。 

     第２２号議案 令和８年度下仁田町国民健康保険特別会計予算。 

     令和８年度下仁田町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億４，２８０万円と

定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     一時借入金。 

     第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は５，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
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     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     １６６ページをお願いします。 

     第１表、歳入歳出予算でございますが、款の区分と金額を申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款国民健康保険税１億３，９８３万３，０００円。 

     ２款使用料及び手数料１，０００円。 

     ３款国庫支出金３５２万３，０００円。 

     ４款県支出金７億２，９９２万円。 

     ５款財産収入１万円。 

     ６款繰入金６，９２４万６，０００円。 

     ７款繰越金１，０００円。 

     ８款諸収入２６万６，０００円。 

     歳入合計９億４，２８０万円としたいとするものです。 

     １６７ページをお願いします。 

     次に、歳出です。 

     １款総務費１，１８６万８，０００円。 

     ２款保険給付費６億９，７８５万７，０００円。 

     ３款国民健康保険事業費納付金２億１，０４０万３，０００円。 

     ４款財政安定化基金拠出金１，０００円。 

     ５款保健事業費１，６５１万４，０００円。 

     ６款基金積立金１万円。 

     ７款公債費３，０００円。 

     １６８ページをお願いします。 

     ８款諸支出金１１４万４，０００円。 

     ９款予備費５００万円。 

     歳出合計を９億４，２８０万円としたいとするものです。 

     １６９ページをお願いします。 

     歳入歳出予算別明細書、１、総括につきましては省略させていただきます。

１７１ページからの２、歳入及び１７６ページからの３、歳出につきまして

は、さきの全員協議会でご説明さしあげておりますので、省略させていただ

きます。 

     以上が令和８年度下仁田町国民健康保険特別会計予算です。 

     次に、１８９ページをお願いします。 

     第２３号議案 令和８年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算。 
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     令和８年度下仁田町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９４１万５，０００

円と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     一時借入金。 

     第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は１，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     １９０ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算でございますが、款の区分と金額を申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款後期高齢者医療保険料１億３，４５０万３，０００円。 

     ２款使用料及び手数料２，０００円。 

     ３款広域連合支出金３２６万円。 

     ４款繰入金６，３５５万９，０００円。 

     ５款繰越金１，０００円。 

     ６款諸収入８０９万円。 

     歳入合計２億９４１万５，０００円としたいとするものです。 

     １９１ページをお願いします。 

     次に、歳出です。 

     １款総務費２５７万２，０００円。 

     ２款保険事業費１，２４９万３，０００円。 

     ３款後期高齢者医療広域連合納付金１億９，３１９万８，０００円。 

     ４款諸支出金１５万１，０００円。 

     ５款公債費１，０００円。 

     ６款予備費１００万円。 
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     歳出合計を２億９４１万５，０００円としたいとするものです。 

     １９２ページをお願いします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略させてい

ただきます。１９３ページからの歳入及び１９６ページからの３、歳出につ

きましては、さきの全員協議会でご説明させていただきましたので、省略さ

せていただきます。 

     以上が令和８年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算となります。 

     次に、２０１ページをお願いいたします。 

     第２４号議案 令和８年度下仁田町介護保険特別会計予算。 

     令和８年度下仁田町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億１，１３１万円

と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     一時借入金。 

     第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れ最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第３号、地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２０２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算でございますが、款の区分と金額を申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款保険料２億９９９万６，０００円。 

     ２款使用料及び手数料１，０００円。 
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     ３款国庫支出金３億７，６４１万４，０００円。 

     ４款支払基金交付金３億７，１３５万２，０００円。 

     ５款県支出金２億８９４万円。 

     ６款財産収入３万６，０００円。 

     ７款繰入金２億４，３２０万９，０００円。 

     ８款繰越金１，０００円。 

     ２０３ページをお願いします。 

     ９款諸収入１３６万１，０００円。 

     歳入合計を１４億１，１３１万円としたいとするものです。 

     次に、２０４ページをお願いします。 

     次に、歳出でございます。 

     １款総務費１，８３１万６，０００円。 

     ２款保険給付費１２億８，８１０万４，０００円。 

     ３款財政安定化基金拠出金１，０００円。 

     ４款基金積立金３万６，０００円。 

     ５款地域支援事業費１億１８４万８，０００円。 

     ６款公債費１，０００円。 

     ７款諸支出金４，０００円。 

     ８款予備費３００万円。 

     歳出合計を１４億１，１３１万円としたいとするものです。 

     ２０６ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略させてい

ただきます。２０８ページからの２、歳入、２１３ページからの歳出につき

ましては、さきの全員協議会においてご説明申し上げておりますので、省略

させていただきます。 

     以上が令和８年度下仁田町介護保険特別会計予算となります。よろしくお

願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  次に、第２５号議案 令和８年度下仁田町水道事業会計予算及

び第２６号議案 令和８年度下仁田町浄化槽事業会計予算について、建設水

道課長に説明を求めます。建設水道課長 

（鈴木昌吾建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 鈴木昌吾  命によりまして、第２５号議案、第２６号議案をご説

明申し上げます。 

     ２３３ページをお願いいたします。 
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     第２５号議案 令和８年度下仁田町水道事業会計予算。 

     総則。 

     第１条、令和８年度下仁田町水道事業会計の予算額は、次に定めるところ

による。 

     業務の予定量。 

     第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

     １、給水戸数３，１９９戸。２、年間給水量７７万７，５０４㎥。３、１

日平均給水量２，１３０㎥。 

     収益的収入及び支出。 

     第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     収入。 

     第１款水道事業収益２億５，３８４万７，０００円。第１項営業収益１億

７，９２９万８，０００円。第２項営業外収益７，４５４万８，０００円。

第３項特別利益１，０００円。 

     支出。 

     第１款水道事業費用２億５，３８４万７，０００円。第１項営業費用２億

４，７１２万５，０００円。第２項営業外費用６２１万９，０００円。第３

項特別損失３，０００円。第４項予備費５０万円。 

     ２３４ページお願いいたします。 

     資本的収入及び支出。 

     第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６，３２４万円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５８５万９，０００円、当年度

分損益勘定留保資金４，７５２万９，０００円、減債積立金９８５万２，０００

円で補塡するものとする。）。 

     収入。 

     第１款資本的収入１億１，３５３万円。第１項企業債５，０４０万円。第

２項出資金２，５８２万４，０００円。第３項国庫補助金１，４３４万

７，０００円。第４項他会計補助金１，８９７万１，０００円。第５項他会

計負担金３９８万８，０００円。 

     支出。 

     第１款資本的支出１億７，６７７万円。第１項建設改良費９，１８０万

８，０００円。第２項企業債償還金８，４９６万２，０００円。 

     企業債。 
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     第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

     起債の目的、浄水場施設工事及び配水本管布設替工事、限度額５，０４０

万円、起債の方法、証書借入、利率年５．０％以内、償還の方法、借入先の

融資の条件による。 

     ２３５ページをお願いいたします。 

     一時借入金。 

     第６条、一時借入金の限度額は、１，０００万円と定める。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用。 

     第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

     第１款水道事業費用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     議会の議決を経なければ流用することができない経費。 

     第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

     １、職員給与費３，３８１万４，０００円。 

     他会計からの補助金。 

     第９条、水道水源開発事業に係る企業債、災害復旧事業債、簡易水道統合

整備事業に係る簡易水道事業債、過疎債の元利償還等、児童手当に要する経

費及び施設維持管理費等のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、７，４７６万９，０００円である。 

     たな卸資産購入限度額。 

     第１０条、たな卸資産購入限度額は、４４５万８，０００円と定める。 

     ２３６ページをお願いいたします。 

     重要な資産の取得及び処分。 

     第１１条、重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。 

     取得する資産、種類、配水本管布設替工事、名称、小坂地区（滑～二岩方

面）水道本管布設替工事、数量、Ｌ＝１５０．０ｍ、ＰＥ径１５０ｍｍ、Ｌ

＝４．７ｍ、ＰＥ径７５ｍｍ、橋梁Ｌ＝２４．７ｍ、名称、国道２５４号

（役場前～下町）水道本管布設替工事、数量、Ｌ＝２２７．０ｍ、ＰＥ径

１５０ｍｍ、Ｌ＝１．３ｍ、ＤＩＰ径２５０、２００ｍｍ。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、２３７ページの実施計画以降につきましては、さきの全員協議会で
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ご説明いたしましたので、省略させていただきます。 

     続きまして、予算書２６９ページをお願いいたします。 

     第２６号議案 令和８年度下仁田町浄化槽事業会計予算。 

     総則。 

     第１条、令和８年度下仁田町浄化槽事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

     業務の予定量。 

     第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

     １、浄化槽設置基数５６３基。２、主要な建設改良事業、イ、浄化槽設置

工事３０基。 

     収益的収入及び支出。 

     第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     収入。 

     第１款浄化槽事業収益６，０１１万９，０００円。第１項営業収益２，８９５

万２，０００円。第２項営業外収益３，１１６万６，０００円。第３項特別

利益１，０００円。 

     支出。 

     第１款浄化槽事業費用６，０１１万９，０００円。第１項営業費用５，７５８

万５，０００円。第２項営業外費用１５３万３，０００円。第３項特別損失

１，０００円。第４項予備費１００万円。 

     ２７０ページお願いいたします。 

     資本的収入及び支出。 

     第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （資本的収入が資本的支出額に対し不足する額２２万９，０００円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２万９，０００円で補てん

するものとする。）。 

     収入。 

     第１款資本的収入４，７１２万８，０００円。第１項企業債１，７９０万

円。第２項分担金及び負担金４９５万円。第３項国庫支出金７２３万７，０００

円。第４項県支出金４２５万１，０００円。第５項基金繰入金５０万７，０００

円。第６項出資金８４３万円。第７項他会計補助金３８５万３，０００円。 

     支出。 

     第１款資本的支出４，７３５万７，０００円。第１項建設改良費３，４６６

万円。第２項企業債償還金１，２６９万７，０００円。 
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     ２７１ページをお願いいたします。 

     企業債。 

     第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

     起債の目的、浄化槽設置工事、限度額１，７９０万円、起債の方法、証書

借入、利率年５．０％以内、償還の方法、借入先の融資条件による。 

     一時借入金。 

     第６条、一時借入金の限度額は、２，０００万円と定める。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用。 

     第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

     第１款浄化槽事業費用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     他会計からの補助金。 

     第８条、企業債等の元利償還及び施設維持管理費等のため、一般会計から

この会計へ補助を受ける金額は、２，１４７万８，０００円である。 

     令和８年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、２７２ページの実施計画以降につきましては、さきの全員協議会で

ご説明させていただきましたので、省略させていただきます。 

     以上でございます。 

○議長 岡田邦敏  なお、１２時回りましたけれども、このまま続けさせていただ

きますが、よろしくお願いします。 

     提案説明が終わりましたので、第２１号議案から第２６号議案までに対す

る質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきますよう、

あらかじめお願いしておきます。 

     それでは、質疑をお願いします。佐藤博君 

○８番 佐藤博  第２１号議案 令和８年度下仁田町一般会計予算の中の１０１ペ

ージ、一番下段にあります町単独補助交付金、下仁田町観光協会補助金の

１，３５０万円でございます。過日から大変質疑がございました。新年度の

中での予算、これに対する内訳をまず聞かせていただきたい。 

○議長 岡田邦敏  商工観光課長 

○商工観光課長 竹内誠  佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

     下仁田町観光協会補助金１，３５０万円の内訳でございますが、活動費と

いたしまして８５０万円、事務局長費、人件費といたしまして５００万円、
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合わせて１，３５０万円を計上しているところでございます。 

○議長 岡田邦敏  佐藤博君 

○８番 佐藤博  運営費の８５０万円、事務局長費の５００万円、こういうことで

よろしいですね。確認です。よろしいですね。 

○商工観光課長 竹内誠  はい。 

○８番 佐藤博  町長にちょっと質問させていただきますが、１年間を通じて観光

協会が大変な事業を組みながら運営をされているわけでありますけれども、

協会も困らないように手だてをして、見ていただきたいなというふうに思い

ながらもいるところでございます。 

     この予算は、運営費と局長の設置費だということでございますので、これ

で足りるものかどうかも私には分かりませんけれども、観光協会の事業に対

する報告、連絡、相談、俗に報連相と言われますけれども、この辺のことを

密にしながら、しっかりとした対応がしていただけるような指導を願いたい

と思います。一言答弁をいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長 岡田邦敏  町長 

○町長 岩崎正春  ただいま佐藤議員の質問に対して、今後もいろんな事業が観光

協会のほうでは法人がありますので組まれると思います。そういうふうな内

容についてもよく連携しながら、また、事業等は具体的に個別について相談

があれば、応じてまいりたいと思っております。 

     以上です。 

○議長 岡田邦敏  よろしいですか。 

○８番 佐藤博  はい。 

○議長 岡田邦敏  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結し、第２１号議案から第

２６号議案の６議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することを

決定いたします。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第１７、陳情を議題といたします。 

     ただいま議題となっております陳情第１号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコ
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ンワクチンを含む）接種事業の中止の意見書提出を求める陳情書は、社会経

済常任委員会に付託いたします。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

     大変お世話になりました。ありがとうございました。 

──────────────────── 

    散  会    令和８年３月９日  午後 ０時０９分 

 


